
利用事業に係る見直しについて   



医療・福祉事業の  

非営利性の徹底   



○ 医療法においては、医療の非営利性が規定されている。  

○ 非営利とは、通常、利益（剰余金）の分配を目的としないこととされており、「公益法人制度改革に関する有識者  
会議」報告書では、一般社団法人について、利益（剰余金）分配請求権を有しない、残余財産分配請求権を有しない  
こと等により、営利法人制度との区別を明確化するとされている。  

【参考】○医療法（昭和23年法律第205号）  

第7条 病院を開設しようとするとき、医師法（昭和23年法律第201号）東16条の4第1項の規定による登録を受けた者（以下「臨  
床研修修7医師」という。）及び歯科医師法（昭和23年法律第202号）第16条の4第1項の規定による登録を受けた者（以下「臨床  
研修修了歯科医師」という。）でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開  
設地の都道府県知事（診療所又は助産所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、  
当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第8条から第9条まで、第12条、第15条、第18条、第24条及び第27条から  
第30条までの規定において同じ。）の許可を受けなければならない。   

5 営利圭眉的として、病院、診療所又佐助産所を開設しようとする阜に対しては、前項の規定lこカヽかわらず、 
いことができる」   



【改正前】  

○剰余金の配当：禁止  

○解散時の残余財産の取扱い：  

定款、寄付行為の定めるところにより、その帰属する者に帰属   
↓  

【改正後】  

○剰余金の配当：同上  

○解散時の残余財産の取扱い：  

医療法人の残余財産の帰属先について、国、地方公共団体、医療法人その他の医療を提供する者に限定  

［改革前】  

持ち分ある社団医療法人   

㌔  



医療法人制度・社会福祉法人制度の概要  

医療法人   社会福祉法人   

医療法人は以下の事業を行うことができる。   社会福祉法人は以下の事業を行うことができる。  

・本来業務   ■社会福祉事業（第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業）  
l病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設の開設・運営   

l  

第2種：保育所の経営、ホームヘルプ、デイサービス、相談事業  

・附帯業務（本来業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるとこ  

事業  ろにより行うことができる。）   ・公益事業（社会福祉事業以外であって、社会福祉事業に付随する  

例）医療関係者の養成又は教育、医学又は歯学に関する研究所の設置、巡回診療所、   公益を目的とする事業）  

疾病予防運動施設、疾病予防温泉利用施設  例）事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業  

居宅サービス事業  

・収益業務（社会医療法人（現行の特別医療法人）のみ：その収益を当該  
医療法人が開設する本来業務の経営に充てることを目的とする業務）  ・収益事業（その収益を社会福祉事業又は一定の公益事業に充てる  

例）卸売・小売業、サービス業（現行の特別医療法人の場合）  ことを目的とする事業）  

例）貸ビルの経営、駐車場の経営、公共的な施設内の売店の経営   

剰余金の   ・禁止  

配当  

・国、地方公共団体、医療法人その他の医療を提供する者に限定（出資額  

解散時の  
残余財産の  ■国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者に限定   

※改正医療法施行（平成19年4月1日）前に設立された法人には、当分の  

取扱い  

・社会医療法人（現行の特別医療法人）は、収益業務に関する会計は、本 来業務及び附帯業務に関する会計から区分し 
、特別の会計として経理し なければならない 

分離勘定  
。  

■収益事業から生じた収益を社会福祉事業及び一定の公益事業以外の  
・社会医療法人（現行の特別医療法人）は、収益業務から生じた収益を本 のにてい 
来業務経営充なければならな。   

※社会医療法人とは、小児救急医療、災害医療等を行うなど一定の公的要件を備えた医療法人である。（平成19年4月1日施行）  

（現行の特別医療法人は、改正法施行後5年で廃止される）  

ー 、   



医療法人制度・社会福祉法人制度における会計間の資金の流れ  

社会医療法人■社会福祉法人においては、医療事業に係る会計や社会福祉事業に係る会計等と収益事業に係る会計が分離されるとともに、収  
益事業から生じた収益を医療事業や社会福祉事業等に充てることとなっている。  

社会医療法人  医療法（昭和23年7月30日法律第205号）※平成19年4月施行  

第42条の2医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で  

定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの（以下「社会医療法人」  

という。）は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設（指定管理者  

として管理する病院等を含む。）の業務に支障のない限り、定款又は寄付行為  
の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療  
所又は介護老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が  
定める業務汀収益業務」という。）を行うことができる。  

3 収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所又  
は介護老人保健施設（指定管理者として管理する病院等を含む。）の業務及  
び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理し  
なければならない。  

第64条の2都道府県知事は、社会医療法人が、次の各号のいずれかに該当  
する場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収  
益事業の全部署しくは一部の停止を命ずることができる。  
三収益業務から生じた収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所   
又は介護老人保健施設の経営に充てないとき。  

社会福祉法人  社会福祉法（昭和26年3月29日法律第45号）  

（公益事業及び収益事業）  

第26条社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公  
益を目的とする事業（以下「公益事業」という。）又はその収益を社会福祉事業  
若しくは公益事業（第2条第4項第4号に掲げる事業その他の政令で定める  

ものに限る。第57条第2号において同じ。）の経営に充てることを目的とする  

事業（以下「収益事業」という。）を行うことができる。  

2 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行  

う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければ  
ならない。  

（公益事業又は収益事業の停止）  

第57条所轄庁は、第26条第1項の規定により公益事業又は収益事業を行う  
社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認める  
ときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。  
ニ 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人   

の行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用すること。  
5   



○■ 生協においては、剰余金の割戻しが可能となっているとともに、解散時の残余財産についても組合員に配分するこ  

とが可能とされている。  

○ ただし、医療■福祉事業については、通知により剰余金の割戻しを自粛するよう指導している。  

○消費生活協同組合法  

（剰余金の割戻）  

第52条 組合は、損失をてん補し、前条に定める金額を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならない。  
2 剰余金の割戻は、定款の定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応ずる外、これをなしてはならない。  
3 組合が組合員の利用分量に応じて剰余金の割戻をなすときは、事業別にその率を定めることが出来る。  
4 組合が払い込んだ出資額に応じて剰余金の割戻をなすときは、年一割を越えてはならない。   

○消費生活協同組合法模範定款例  
（残余財産の処分）  

第74条 この組合が解散（合併又は破産による場合を除く。）した場合の残余財産（解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後  
における残余の財産をいう。）は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総会において別段の議決をしたときは  
その言義決によるものとする。  

○ 老人保健・福祉事業等に係る消費生活協同組合法第12条第3項ただし書の規定に基づく員外利用の許可について  

（平成11年3月31日 社援地第14号 厚生省社会・援護局地域福祉課長通知）  

1次の（1）の事業については、事業の実施主体又は実施施設として老人保健福祉担当部局、介護保険担当部局又は障害保健福祉担当部局が  
適当と認める場合、（2）の事業については、医療保険担当部局が適当と認める場合に限り、員外利用の許可をして差し支えないものとする。  

（1）児童福祉法、身休障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法、老人福祉法、老人保健法、介護保険法  
及び障害者自立支援法のいずれかに基づく保健福祉に関する事業であって、組合員以外の者の利用を認めることにより、事業実施のための指定、  
委託又は許可のいずれかを受けることができることとなるもの並びに国又は地方公共団体から役務の提供に要する費用の全部若しくは一部の支払  

を受けて行う保健福祉に関する事業  

（2）健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校数職員共済法に基づく訪問  

看護事業  

4組合が上記1の事業を実施するに当たっては、次の点に十分留意させ、組合の総（代）会における議決により、定款（事業及び事業品目等）に  

規定した上で実施させるものとする。  
（7）上記1の事業から剰余金が生じた場合といえども出資金又は利用分量に応じた割戻しは自粛すること。  

○消費生活協同組合の運営指導上の留意事項について  
（昭和62年6月30日 社生第77号厚生省社会局生革課長通知）  

6 医療生協  

剰余金が生じた場合といえども出資金又は利用分量に応じた割戻しは自粛すること。  

・‥ ・：．、   



○ 他の協同組合は、組合員の途中脱退に際して、持分の払戻し等が可能であるが、生協は払込済出資額の払戻のみを  
三生  
白日  

r■  

l  

求できることとなっており、  利益分配性の低い協同組合。  
消費生活協同組合法  

：（払戻請求権）  

： 第21条脱退した組合員は、定款の定めるところにより、その払込済出資績の全部又は一部の払戻を請求することができる。  
1．＿．＿．．■．＿．＿．＿．●．＿．＿．＿．＿．＿．＿－．．＿．＿，．＿．＿．＿．●．＿．．＿．＿．●．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．●．＿．＿．＿．．＿．．＿．＿．＿■－■■－●●■■－■－■■－一－－－＝－●■■一■■■－●■●■●■－－■■●■■●■■■■■■●■■■■●■■■■■■■■■●■■■●■・－■■  

○ 医療や福祉は、公共性の高い事業であり、医療保険制度や介護保険制度からの保険給付により蓄積された資源など  
が、医療や福祉の継続性に使用されることが望ましい。  

7   



医療・福祉事業に係る  

員外利用限度   



他の協同組合法における員外利用許可制度の有無と主な利用限度  ∈再提出資料】   

制品、医療福祉事業  

○厚生労働省令で定  

一方、農業協同組合、事業協同組合は、法令上定められている。   



（参考）農協法における医療・福祉事業の員外利用限度の考え方  

農協法においては、医療・福祉事業についての員外利用限度は、組合員の利用分量の100分の  
100以内と規定されている。  

員外利用限度の考え方  

○ 医療事業に⊇いて  

医療に関する施設は、従来からも他の施設に比べて員外利用の限度が緩和されていた。これは医療機関とい  

うものの強い公共性にもとづくものであって、医師法にも「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合に  

は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」という規定があるように、医療機関は広く公衆のために  

そ旦墓務を行うことが要請せられることから、組合員のための事業という協同組合の原則を崩さない範囲内でな  

る棚⊆うというところから、その員外利用の限度を今回さらに引き上げることとなっ  

たものである。   

＊昭和37年改正時の『改正農業協同組合法の解説』  

について  

本事業の公共的性格に鑑み、医療事業並みの員外利用割合を適用することとした。  

＊平成4年改正時の「時の法令」（平成5年1．30号）  

1〔）   
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○消費生活協同組合法第12条第3項ただし書の規定に基づく員外利用の許可について  

（昭和41年11月25日 社生第459号 厚生省社会局生活課長通知）   

1次の場合には、員外利用の許可をして差し支えないこと。  
（5）医療事業のように、他の法令において、組合員以外の者についてもその事業を利用させることが定められているとき。  
2 員外利用を許可する場合における当該組合の員外利用の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の縫の  
おおむね5分の1をこえないものであること。ただし、ユ但（4）、血及び（6）の場合は、この限りでない。  

○老人保健・福祉事業等に係る消費生活協同組合法第12条第3項ただし書の規定に基づく員外利用の許可について  

（平成11年3月31日 社援地第14号厚生省社会・援護局地域福祉課長通知）   

1次の（1）の事業については、事業の実施主体又は実施施設として老人保健福祉担当部局、介護保険担当部局又は障害保健  
福祉担当部局が適当と認める場合、（2）の事業については、医療保険担当部局が適当と認める場合に限り、員外利用の許可を  
して差し支えないものとする。  

（1）児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法、老人福祉法、老人保  
健法、介護保険法及び障害者自立支援法のいずれかに基づく保健福祉に関する事業であって、組合員以外の者の利用を認める  
ことにより、事業実施のための指定、委託又は許可のいずれかを受けることができることとなるもの並びに国又は地方公共団体  
から役務の提供に要する費用の全部若しくは一部の支払を受けて行う保健福祉に関する事業  

（2）健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校数職員共  
済法に基づく訪問看護事業  

2上記の事業については、組合員以外の者も事業の利用分量について特段の制限を行わないものとするが、組合Iま組合員の  
適量扶助組織剋」組合の事業は組合員のためlこ行うものであることを基本として運営すること  

・i：．＿   



医療・福祉事業の  

実施事業としての法定化  

‾ご－■て   



医療t福祉事業の法定化について  

【参考】生協法上、医療・福祉事業は利用事業の一つとして行われているが、農協法では、昭和25年の改正で「農村の生活及び文化の  
改善又は医療に関する施設」が（その後、昭和29年に「医療に関する施設」として単独で規定）、平成4年の改正で「老人の福祉に関する  
施設」が、それぞれ事業として明記された。  

■■■■■■■t■■■■■■■■■■■■■＝＝＝■1■■■■■tl■  
■  
■  
■  
■  
■  
■  
■  
■  
コ  
■  
■  
■  
■  

（事業の種類）  

第10条組合は左の事業の全部又は一部を行うことができる。  

二組合員の生活に有用な協同施設をなし、組合員に利用せしめる事業  ．tこ．1ロヽヽ一′ヽl11l－▲lト■．7「Ll‾l‾J′l■－ヽ■′－’■‾■′ヽyTJ「l、 
t  

■｛＝＝■■暮■■■■■■■■t＝■■＝＝●■●■■＝……1■－…■t■●■■■■－■■■■＝■■＝＝＝＝■■■■■■■■■■■■■■■■■■t■■■■■■●t■■■  

＝■●■■■■＝■■■■■■■■■■■■■t＝＝t■■■■－■－1一……－■■t■■一■－■－■■－■■■■■■－■■■＝■●■＝■■■■■■■■■■t■■■■■t■■■■■■■■■■■巨■■■■  

菜協同組合  

5 芸第10条組合は次の事業の全部又は一部を行うことができる0  

≡ 五組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設（医療又は老人の福祉に関するものを除く。）の設置  

≡ 十一医療に関する施設  
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○ 医療・福祉事業については、  

①その利用限度を、他の員外利用の許可を受けたケースよりも緩和し、100分の100とすること  

②法令上、剰余金の割戻しを禁止するなど、非営利性を徹底するための見直しを行うこと  

に伴い、生協法に定める事業の種類として、法律上独立して規定することとしてはどうか。  

－ －－●－   



剰余金の使途たる   

事業の拡充  

十   



○ 組合員による福祉活動を支援する観点から、生協が当該活動に助成する事業についても、繰越義務がある剰余金  
の使途として追加してはどうか。  

（現在は、組合員の教育事業の貴用へ充当するための剰余金の繰越を義務づけている。）  

消費生活協同組合  20分の1  

以上 翌事業年度に実施する  ▲
l
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（事業の種類）  

第10条 組合は、左の事業の全部又は一部を行うことができ   

五 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の  

一 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 一 － ■－ ■ － ■．■ ■■■ J  

（新たに追加）  
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（剰余金等の積立）  

第51条  

4 組合は、第10条第1項第5号の事業の貴用に充てるため、毎事業年度の   
剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。  
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